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第５章 今後の公共施設のあり方 

１．課題等のまとめ 

第 1 章・2 章では、総論として、本市の人口面・地区特性・財政面・公共施設面から実態を明ら

かにし、将来的な公共施設の有効活用の必要性をまとめました。 

第 3 章では、各論として、用途ごとの実態と課題をまとめ、第 4 章では、6 地区・9 地区ごと

の公共施設を通じた行政サービスの実態と課題を明らかにしました。 

今後は、こうした実態に基づいて総合的・横断的な観点で公共施設のあり方を示すとともに、長

期的な視点でマネジメント（経営・管理）を行っていくことが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 機能の重複により利用低下がみられる施
設は、他地区も含めた施設数と機能、施
設配置バランスの実態を把握し、集約
化・複合化の検討をする必要がある。

 利用目的が限定されているために利用が
少ない施設や機能などは、利用実態等よ
り利用者ニーズを検証し、ニーズに見
合ったサービス提供のあり方を検討する
必要がある。

 学校施設は、市の保有資産の54％を占め
るため、学校の更新時に周辺施設を集約
化して多機能化を図るなど、学校施設を
地域の拠点として有効活用していくこと
が必要である。

 大規模な施設については、既に行ってい
る相互利用を発展させる形で広域連携等
も含めた検討が必要である。

 地区の人口動態・人口構成と、配置されて
いる施設の利用者ニーズ、さらには提供す
るサービスとのバランスを検証しながら、
地域のまちづくりの方向性と連動した今後
の施設のあり方を検討する必要がある。

 豊岡地区の中でも第二地区は、市の行政
サービスの中心施設が多く立地しており、
今後10年で老朽化の時期をむかえるため、
防災拠点、中枢機能としての役割をもった
効果的な施設の更新を検討する必要がある。

 東金子地区や金子地区、宮寺・二本木地区
は、学校を中心として周辺施設の更新計画
を検討し、効率的な施設整備を実施する必
要がある。

 豊岡地区や藤沢地区、西武地区は、今後の
人口構成の変化による利用者ニーズの変化
を踏まえ、複数施設を合わせた更新手法に
ついて検討する必要がある。

第3章 用途ごとの実態・検討の視点 第4章 地区ごとの実態・検討の視点

 地区単位で、今後の人口変化等に見合った行政サービスのあり方を検討する必要がある。

 今後10年で、市の公共施設の86％が老朽化の時期をむかえるなか、早急に公共施設の

あり方に関する全体方針を策定するとともに、厳しい財政制約の中で、方針に基づいて優

先順位づけを行い、施設の更新を計画的に実行していく必要がある。

資 産 の 有 効 活 用 の 必 要 性 1 2

＜人口面の課題＞ ＜財政面の課題＞＜地区特性＞ ＜公共施設等の課題＞

[第1章・第2章]
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２．今後の公共施設のあり方 

（１）国の動向 

平成 26 年 4 月に、総務省より「公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針」が示され、

「公共施設等総合管理計画」の策定要請がありました。 

「公共施設等総合管理計画」は、10 年以上の長期にわたる計画とすること、ハコモノに限らず、

地方公共団体が所有するすべての公共施設等を対象とすること、更新・統廃合・長寿命化など、公

共施設等の管理に関する基本的な考え方を記載することが求められています。 

さらに、PFI/PPP の積極的な活用や将来のまちづくりを見据えた検討、議会・住民との情報共

有及び現状認識の共有も含めて老朽化対策を推進していくことが示されています。 

※PFI（Private Finance Initiative）:公共サービスの提供に際して、民間資金を利用して民間に公
共施設公共サービスの提供をゆだねる手法 
PPP(Public Private Partnership):官と民がパートナーを組んで事業を行うこと。事業の企画段階
から民間事業者が参加するなど、より幅広い範囲を民間に任せる手法 

 

（２）今後の取組の進め方 

平成 25 年度に公共施設の利用状況やコスト状況などをとりまとめ、平成 26 年度前期に施設が

抱える現状と課題を明らかにし、今後の公共施設のあり方について検討していくため「公共施設マ

ネジメント白書」を作成しました。 

平成 26 年度後期は、前期に作成した「公共施設マネジメント白書」に基づいて、全体総量の抑

制、機能の見直し、計画的な利活用や維持管理、再整備などの考え方をまとめた「公共施設最適化

基本方針」の策定を行います。 

平成 27 年度以降は、基本方針に基づいて、「公共施設再整備計画」「維持管理計画」を策定する

とともに、その考え方に基づいた事業計画を平成 29 年度から計画期間が始まる「次期総合計画」

へ盛り込んでいきたいと考えています。 

また、公共施設マネジメントを着実に推進するために、平成 27 年度から 28 年度には担当部署

の設置検討を行い、平成２9 年度からの組織に位置づけていきたいと考えています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 

• 市勢状況等の

整理分析

• 公共施設

実態把握

（利用・運営

・コスト・建物）

• 地区別実態把握

• 今後の公共施設

のあり方

平成25 平成26年度 平成27年度 平成28年度

公共施設

マネジメント白書
の作成

再整備計画・

維持管理計画の策定

各施設

情報の

取りまとめ

公共施設最適化

基本方針の策定

公共施設マネジメント
担当部署設置の検討

組織見直し

への反映

・次期総合計画へ
の反映等

※白書･基本方針･再整備計画･維持管理計画をもって公共施設等総合管理計画とする
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